
遵守原則1－1 重点事項1－1 実施項目に対する令和3年度の実施状況

① 中長期計画の策定に当たり、教学
関連及び経営関連項目ごとに素案
の策定主体、計画期間、意見聴取
方法及び意見の反映方法をあらか
じめ決定する。

2021年度から2030年度までの10年間の計画である中
期計画策定にあたっては、8つの分野を設け、教職員
によるﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟによって原案を作成、その後各
部所や役員と意見交換をしながら策定した。

② 中長期計画の策定に際し、直前の
中長期計画及び他の計画との関連
性を明らかにする。

直前の中期事業計画（2016-2020）の数値目標に対
する達成状況や、主な実施事業についての振返りを
行い、継続的な課題を精査したうえで中期計画
（2021-2030）を策定した。

③ 中長期計画に教学、人事、施設及
び財務等に関する事項を盛り込
む。

中期計画（2021-2030）において、教学に関する事
項は「教育分野」に、人事、施設及び財務に関する
事項は「経営基盤分野」に盛り込んだ。

④ 中長期計画において、理事長をは
じめ政策を策定、管理する人材の
育成、登用の方針を盛り込む。

理事長を委員長とする「中期計画進捗管理委員会」
を設置し、組織的に中期計画を推進する体制を整備
した。

⑤ 中長期計画の内容について、その
適法性、倫理性を考慮するととも
に、顕在的ﾘｽｸのみならず潜在的ﾘ
ｽｸについても識別、評価する。

中期計画に定める目標の達成に向けた単年度事業計
画の策定にあたっては、中期計画進捗管理委員会及
びその下部組織である分科会による審議・了承の
後、評議員会における諮問を経て、理事会で最終決
定している。こうしたﾌﾟﾛｾｽにおいて、監査室で抽出
した大学運営に関する諸リスク（顕在的リスク及び
潜在的ﾘｽｸ）も参考にしながら、様々な視点で精査を
行い、策定を進めている。

⑥ 中長期計画の策定に際し、財政面
の担保が不可欠であることを踏ま
え、現実的かつ具体的な資金計
画、収支計画を精緻化する。

中期計画策定に合わせて、中期財務計画を作成し
た。この中で各年度の目標を定め、各年度で具体的
になっている計画を考慮し、目標達成に必要な収
入・支出を明示することにより精緻化できている。

会員法人は、
学生、保護
者、卒業生の
みならず、広
く社会に存在
するｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ
に対し、教育
研究目的を明
確に示し、理
解を得る必要
がある。

令和3年度本学園のガバナンス・コードの実施状況の点検結果

基本原則「1．自律性の確保」
　　会員法人は、私立大学としての多様な教育研究活動を実現するため、それぞれの寄附行為、
   建学の精神等の基本理念に沿って、自主性、独立性を確保すると同時に、自律的に学校法人を
   運営する必要がある。

実施項目1－1

会員法人は、
事業に関する
中期的な計画
（以下「中長
期計画」とい
う）等の策定
を通じて、さ
らなるｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ
機能の向上を
目指し続け
る。



遵守原則1－1 重点事項1－1 実施項目に対する令和3年度の実施状況

⑦ 中長期計画において、実施ｽｹｼﾞｭｰ
ﾙを含む具体のｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝを明確に
する。

中期計画は、「2025年度までの目標」と、その目標
に向けた具体策である「ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ」を設けており、
さらにｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ毎に完了時期を設定している。

⑧ 中長期計画に係る策定管理者(※
常務理事等)と執行管理者(部所の
長)を明確にする。

中期計画に定める、8つの分野ごとに分科会を設置
し、各分野の総括責任者（2名体制）による進捗管理
を行っている。また、各ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝに対して実施主体
部所を設定し、執行管理者を明確にした。

⑨ 中長期計画の最終決定は、十分な
説明、資料に基づき、会議体等の
合議により行う。

中期計画は、各種会議（学部長会議、事務局部長会
議等）で意見聴取を行った上で、評議員会に諮問を
行い、理事会で最終決定した。

⑩ 中長期計画において、測定可能な
指標や基準に基づく達成目標、行
動目標を提示し、適宜、ﾃﾞｰﾀやｴ
ﾋﾞﾃﾞﾝｽに基づいて中長期計画進捗
管理を行う。

中期計画策定に際し、可能な限り数値目標を設定
し、中期計画進捗管理委員会で達成状況を確認して
いる。

⑪ 中長期計画の内容、進捗管理方法
について、教職員を中心とする構
成員に十分に説明し、理解の深化
を図る。

中期計画の内容及び進捗管理体制については、学内
諸会議での説明のほか、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄや動画により周知
し、理解促進を図った。

⑫ 外部環境の変化等により、中長期
計画の変更が必要となった場合、
速やかに修正を行える体制を構築
する。

中期計画進捗管理委員会を年3回開催し計画の進捗や
実績確認を行っている。委員会開催時に、必要に応
じた計画の見直しを行う体制を構築している。

⑬ 中長期計画の期間中及び期間終了
後に、進捗状況及び実施結果を法
人内外に公表する。

中期計画の進捗状況は、中期計画に基づく単年度事
業実績として事業報告書を毎年度学内外にホーム
ページで公開している。また、直前の中期事業計画
（2016-2020）は、その期間終了後に事業報告動画
を学内外に公表した。

会員法人は、
事業に関する
中期的な計画
（以下「中長
期計画」とい
う）等の策定
を通じて、さ
らなるｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ
機能の向上を
目指し続け
る。

会員法人は、
学生、保護
者、卒業生の
みならず、広
く社会に存在
するｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ
に対し、教育
研究目的を明
確に示し、理
解を得る必要
がある。

実施項目1－1



遵守原則2－1 重点事項2－1 実施項目に対する令和3年度の実施状況

① 学校法人及び当該学校法人が
設置する大学等のﾐｯｼｮﾝ、ﾋﾞ
ｼﾞｮﾝを踏まえ、学校法人及び
大学、学部・学科、研究科等
の毎会計年度ごとの事業計画
(以下「事業計画」という)、達
成目標や具体的な行動指針を
明確にする。

創立100周年に向けたﾋﾞｼﾞｮﾝ「新たな知と地をﾃﾞｻﾞｲﾝ
する大学へ –もっと意外に。もっと自由に。-」を掲
げ、ﾋﾞｼﾞｮﾝの実現に向け、令和3年度から10年間で取
り組むべき事項をまとめた「中期計画（2021-
2030）」を策定した。
「中期計画（2021-2030）」は、最終目標を「文理芸
融合のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ総合大学へ」と定め、その達成に向
け、「教育」「研究」「国際化」「産学連携」「社
会・地域貢献」「ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ」「ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ」「経営
基盤」の8分野を設けた。
　また、実行期間を、第1次ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ（令和3～令和
7年度）と第2次ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ（令和8～令和12年度）に
分け、令和12年度までの目標を19項目、令和7年度ま
での目標を38項目設定。さらに、令和7年度までのｱｸ
ｼｮﾝﾌﾟﾗﾝを131項目設定し、取り組むべき事項を具体
的に示したうえで、各年度の事業計画を策定してい
る。

② 達成目標、具体的な行動指針
を教職員、学生及び社会に発
信し、共有する。

教職員に対する同計画の周知方法は、「学内諸会議に
おける計画（方針）の説明」、「ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄや動画によ
る中期計画及び単年度事業実績の周知」、「中期計画
と単年度の事業計画の位置づけ及び部所単位で策定す
る計画に関する説明会の開催」を行い、教職員の共通
理解及び意識の醸成に努めた。また、事業計画書は学
園ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで毎年度公表しており、学内外に発信・共
有している。

③  学校法人の中長期計画や事業
計画、学部・学科、研究科等
の達成目標を実現するための経
営資源(ﾋﾄ、ﾓﾉ、ｶﾈ)が、効率的
な配分となり、著しく非効率
的なものとならないよう、経
営資源の配分に係る基本方針
を明確にする。

令和3年3月24日開催の理事会において、中期計画の
裏付けとなる令和3年度からの10年間の中期財務計画
を定めた。この中で、本学の現状と課題を踏まえ到達
目標を設定し、今後の収支の在り方(人事採用計画に
基づくﾋﾄ、長期修繕計画等に基づくﾓﾉ、これらに必要
なｶﾈの配分)を定義した。今後は、この中期財務計画
に基づき、効率的な経営資源の配分を行うこととし
た。

会員法人は、
それぞれの会
員法人が目指
す人材育成
（大学教育）
を行うため
に、教育の質
の向上や学修
成果の可視化
等による教育
の高度化に努
め、不断の改
善ｻｲｸﾙにより
教育研究活動
を向上させ
る。

　　会員法人は、わが国の将来を担う多様な人材を育成するとともに、教育研究活動とそこから得られ
    た成果を通じて社会や地域に貢献し、その要請に応える必要がある。

基本原則「2．公共性の確保」

会員法人は、
建学の精神等
に基づく多様
な人材育成像
を保持しつつ、
時代や社会の
変化を踏まえ
ながら、教育
研究活動を通
じて、広く社
会に、また地
域にとって有
為な人材を育
成する。

実施項目2－1



遵守原則2－1 重点事項2－1 実施項目に対する令和3年度の実施状況

⑤ 「入学者受入れ方針」と入学
者選抜との整合性のﾁｪｯｸ等を
通じて、同方針の実質化を図
る。

・同方針を学園HPで公開、入試審議会で各学部に入
試判定時(特に面接、大学入学希望理由書等)に同方針
との整合性に留意するよう方針を示した。この方針に
基づき、全学部全学科の総合型選抜、学校推薦型選抜
において、大学入学希望理由書に基づく、面接、書類
審査等を行い、整合性のチェックを行っている。今後
は、一般選抜における整合性のチェックによる実質化
が課題となっている。

⑥ 自己点検・評価結果、認証評
価機関による評価結果やｱﾝｹｰﾄ
調査等を含むIR(ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅ
ﾙ・ﾘｻｰﾁ）活動の成果を活用
し、教育活動の改善を行う。

内部質保証ｼｽﾃﾑに基づき、新たに設置した「内部質保
証委員会」「外部評価委員会」を経て、従前から設置
している「自己点検・評価委員会」や「ＦＤ委員会」
等の各種委員会への改善指示等を行うｼｽﾃﾑを確立し、
この一連のｻｲｸﾙを通して、内部質保証ｼｽﾃﾑを有効に機
能させた。
また、「卒業認定・学位授与の方針」に沿った学修者
本位の教育を提供するために必要な望ましい教職員像
を定義した上で、対象者の役職や経験に応じた適切か
つ最適なＦＤ・ＳＤを組織的かつ体系的に実施した。
なお、新設したＩＲ推進室と大学評価室が協働で、３
つのﾎﾟﾘｼｰに基づくPDCAｻｲｸﾙを確立し、本学学生の
学びを保証することを目的に卒業時ｱﾝｹｰﾄを実施し
た。

実施項目2－1

会員法人は、
それぞれの会
員法人が目指
す人材育成
（大学教育）
を行うため
に、教育の質
の向上や学修
成果の可視化
等による教育
の高度化に努
め、不断の改
善ｻｲｸﾙにより
教育研究活動
を向上させ
る。

会員法人は、
建学の精神等
に基づく多様
な人材育成像
を保持しつつ、
時代や社会の
変化を踏まえ
ながら、教育
研究活動を通
じて、広く社
会に、また地
域にとって有
為な人材を育
成する。

ﾎﾟﾘｼｰに基づくPDCAｻｲｸﾙを確立し、本学学生の学び
を保証することで大学の評価を高める事業計画を以下
のとおり実施した。
・完成年度を迎えた学部を中心にｶﾘｷｭﾗﾑの改正を行
い、R4年度から新ｶﾘｷｭﾗﾑを実施した。(経済学部、地
域共創学部、建築都市工学部、芸術学部、国際文化学
部、人間科学部)
・ﾎﾟﾘｼｰに基づくPDCAｻｲｸﾙを確立し、本学学生の学
びを保証するため、ｶﾘｷｭﾗﾑ改正に伴う一部ﾎﾟﾘｼｰの見
直しを実施した。
・大学院全体の3つのﾎﾟﾘｼｰを策定した。
・全体ﾎﾟﾘｼｰの決定に伴い、全研究科のﾎﾟﾘｼｰを見直
し、文部科学省に届出た。

「学位授与の方針」、「教育
課程編成・実施の方針」とｶﾘ
ｷｭﾗﾑとの整合性のﾁｪｯｸ等を通
じて、それぞれの方針の実質化
を図る。

④



遵守原則2－1 重点事項2－1 実施項目に対する令和3年度の実施状況

⑦ ﾘｶﾚﾝﾄ教育の諸施策について、
その方針、計画を明確化する。

・部所別事業計画として「ﾘｶﾚﾝﾄ教育の充実」を掲
げ、実施計画等を明確化した。その中で生涯学習の機
会として、時代のニーズに沿った公開講座(教養、健
康、ｱｰﾄ等)を提供する方針を定め21講座を開講した。
また、学校教員のリスキリングとして『幼稚園教諭免
許法認定講習』『特別支援学校教諭免許法認定法講
習』『教員免許状更新講習』等を実施し、本学におい
て学校現場で需要の高い資格の修得を可能とした

実施項目2－1

会員法人は、
それぞれの会
員法人が目指
す人材育成
（大学教育）
を行うため
に、教育の質
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め、不断の改
善ｻｲｸﾙにより
教育研究活動
を向上させ
る。

会員法人は、
建学の精神等
に基づく多様
な人材育成像
を保持しつつ、
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・本学では国際交流の基本的な考え方(骨子)に基づ
き、多様な国々から外国人留学生を受入れ、日本人学
生と外国人留学生が切磋琢磨して互いに成長させる教
育を推進することで、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社会に対応できる人材
の育成に努めた。
　留学生の受け入れにおいては、留学生が卒業までに
日本語能力試験N1を取得することを目指し、日本語
のクラスにおいて1年次からレベル分けし、能力に応
じて就職まで見据えた支援を行った。
　留学生の送り出しにおいては、交換留学制度及び学
部間交流の活性化を図るため、海外協定校との連携強
化及び拡充に努めた。新型コロナウィルス感染症の世
界的な蔓延を受け、交換留学等は中止としたが協定校
とのオンライン交流を開始し、国際教育の新たな展開
を生み出すことができた。
　更に、国際社会の最前線で活躍するための教育ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑ「GLOBAL LEADERSHIP PROGRAM」において
は、計画通りに英語による国際理解に関する授業を実
施、外国人留学生と日本人学生の人材育成事業を推進
した。

⑧ 留学生の受入並びに派遣に係
る諸施策について、受入留学
生の選抜方法、日本語教育ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑの充実や日本人学生とと
もに学ぶ機会の創出、派遣留
学生の教育課程編成・実施の
方針等の観点から、ｱｶﾃﾞﾐｯｸな
意義付けを明確にする。



遵守原則2ー2 重点事項2ー2 実施項目に対する令和3年度の実施状況

② 社会・地域との連携を支援する
体制または仕組みを整備する。

・大学近隣の自治体(福岡市東区､粕屋郡、宗像市、福
津市)及び、大学近隣校区の窓口として、総務部学外
連携課が対応した。
令和３年度は各学部、部所及び学生が実施している地
域貢献活動を集約するため教員情報ﾃﾞｰﾀﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ
(DMS)、地域連携情報入力URLを作成、関係者に周知
した。事業計画に基づき学生及び教職員のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活
動を行い、地域の課題解決、学生の成長を促進させ、
社会貢献活動を推進した。
九州電力や朝倉市、宗像市などの自治体と連携し、
(1)防災、(2)産業振興、(3)活力あふれるまちづくり、
(4)観光地域づくりなどの分野で連携活動を実施し
た。

③ 組織的な各種ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を展
開するために必要となる社会連
携・地域貢献等に関する諸規程
を整備する。

・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ愛好会並びに教職員及び学生有志によるﾎﾞ
ﾗﾝﾃｨｱ活動等に取り組んだ。
・「災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ､地域貢献ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ」などの派遣要請
に対して､「速やかに､適切に」対応するため、「窓口
の明確化､人員の配置､諸規程の整備」が必要。
・諸規程は整備されていない。
 【参考】
　　学則第20条第2項に「ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動等の実 践学修
を授業科目の履修と見なし、単位を与えることができ
る」ことを規定し、単位認定について定めている。

会員法人は、
市民講座・ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ活動・地
域課題解決等
の地域連携ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑを通じ、
大学が社会・
地域と連携
し、その発展
に貢献していく
活動を積極的
に行う環境を
整える。

会員法人は、
社会の要請を
踏まえつつ、特
色ある教育研
究活動から得
られた成果を
踏まえ、社会
の要請の変化
に対応して、現
実の諸課題に
対する解決方法
を示し、社会
に貢献する。

① 社会・地域貢献に係る学内方
針を検討し、策定する。

実施項目2ー2

・本学中期事業計画(平成28年～32年)に基づき令和3
年度部所別事業(行動)計画を学外連携課で作成し、地
域連携等委員会において審議了承された。
同計画に基づき、学生及び教職員ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動によ
り、地域の課題解決、学生の成長を促進させ、社会貢
献活動の推進及び時代のﾆｰｽﾞに沿った公開講座等の実
施を行った。ｺﾛﾅ禍であったため、ﾄﾗｲｱｽﾛﾝなどの行事
の中止や受け入れ先、本学のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ内容を考慮して
活動を推進する必要があったが、柔軟に対応し、目標
は達成した。



遵守原則2ー2 重点事項2ー2 実施項目に対する令和3年度の実施状況

④ 公開講座や地域の課題解決に
向けた地域連携ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等を開
設する。

・公開講座(教養、健康、ｱｰﾄ等)は時代のﾆｰｽﾞに沿っ
た講座を検討し、卒業生や学外と連携して実施した。
特に国内問題となっている「理科離れ」を改善するこ
とを目標とし、学内子ども理科実験教室、福岡市科学
館でのｸﾘｽﾏｽｲﾍﾞﾝﾄを実施した。また、九州電力及び
朝倉市、宗像市等の自治体と連携し、(1)防災、(2)産
業振興、(3)活力あふれるまちづくり、(4)観光地域づ
くりなど地域の課題解決に向けた連携活動を実施し
た。

⑤ 社会・地域貢献に係る学内の
自主的な取り組みを把握し、
全学的な取り組みとして展開す
る。

　各学部、部所及び学生が実施している地域貢献活動
を集約するため【教員情報ﾃﾞｰﾀﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ(DMS)】
教員及び各部所に協力を依頼し、地域連携情報入力
URLを作成した。

⑥ 自治体等の行政機関や企業と
の対話、信頼関係の醸成に努
める。

・主に協定を締結している自治体へのｲﾒｰｼﾞ調査及び
大学近隣校区との意見交換会から意見聴取を実施し、
教育機関、公共施設、近隣校区、行政職員、社会福祉
協議会等43団体167人から回答を得た。主に大学と地
域が連携した取り組みを増やしてほしいとの意見が
あった。また、九州電力や朝倉市、宗像市などの自治
体と連携し、(1)防災、(2)産業振興、(3)活力あふれる
まちづくり、(4)観光地域づくりなどの分野での連携
活動を年間５回～６回程度実施した。学外連携課が主
体となってこれらの活動を推進し、今後の信頼関係強
化に努める。

会員法人は、
市民講座・ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ活動・地
域課題解決等
の地域連携ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑを通じ、
大学が社会・
地域と連携
し、その発展
に貢献していく
活動を積極的
に行う環境を
整える。

会員法人は、
社会の要請を
踏まえつつ、特
色ある教育研
究活動から得
られた成果を
踏まえ、社会
の要請の変化
に対応して、現
実の諸課題に
対する解決方法
を示し、社会
に貢献する。

実施項目2ー2



遵守原則3－1 重点事項3－1 実施項目に対する令和3年度の実施状況

① 『私立大学の明日の発展のた
めに－監事監査ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ－
(私大連監事会議)』を参考
に、監事監査基準(監事監査
規程)、監事監査計画や監査
報告書を策定する。

・『私立大学の明日の発展のために－監事監査ｶﾞｲ
ﾄﾞﾗｲﾝ－(私大連監事会議)』を参考に、監事監査規
則及び監事監査基準を令和2年4月1日付で改正し施
行した。
・監事監査計画については、上記ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを参考に
計画を立て、令和3年7月に理事会において報告し
た。
・監査報告書については、寄附行為第15条第1項第4
号及び監査査規則第9条第1項に基づき、令和4年5月
に理事会及び評議員会に提出し、監査の実施状況と
その結果を報告した。

② 『私立大学の明日の発展のた
めに－監事監査ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ－
(私大連監事会議)』を参考
に、監事監査ﾏﾆｭｱﾙ、監事監
査調書や監事監査ﾁｪｯｸﾘｽﾄの
策定に努める。

・『私立大学の明日の発展のために－監事監査ｶﾞｲ
ﾄﾞﾗｲﾝ－(私大連監事会議)』を参考に、令和2年9月4
日付で「監事監査ﾏﾆｭｱﾙ」を策定。同時に「監事監
査調書」及び「監事監査ﾁｪｯｸﾘｽﾄ」を策定し、整備
を完了した。

③ 常勤・常任監事の登用、また
は常勤・常任監事がいる状況
と同様の監事監査が実施でき
るような監事監査支援体制を
整備する。

・寄附行為第6条第1項第2号に監事を3人置くことを
規定しており、現在、3人のうち2人が常勤である。
・監事監査を支援する体制として、監査室を設置し
ている。また、部所等においても、監事からの依頼
事項に基づき、十分な情報提供を適時、適切に行っ
た。

④ 監事が評議員会、理事会にお
いて、積極的に意見を陳述す
ることができる仕組みを構築
する。また、経営に関する重
要な会議等についても出席
し、積極的に意見を陳述する
ことができる仕組みを構築す
る。

・監事は、寄附行為第15条第1項第7号の規定に基づ
き、理事会に出席して意見を述べることが規定され
ている。また、評議員会及び理事小委員会等の重要
会議にも陪席しており、それぞれの会議で意見陳述
することができることとしている。

実施項目3－1

　　会員法人は、私立大学の有する公共性に鑑み、健全な大学運営について、学生、保護者、教職員
   のみならず広く社会からの信頼を得られるよう、説明責任を果たすとともに、透明性の確保に努める
   必要がある。

基本原則「3．信頼性・透明性の確保」

会員法人は、会員
法人におけるｶﾞﾊﾞﾅ
ﾝｽを担保する理事
会による理事の職
務の執行監督機能
の向上、監査機能
の向上及び監事機
能の実質化のた
め、監事選任方法
の工夫・改善、支
援体制の整備等を
図る。

会員法人は、
社会からの理
解と信頼を確
保するため
に、常に法令
を遵守すると
ともに、多く
のｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ
との良好な関
係の構築を目
指し、教育研
究活動を通じ
社会に貢献す
る。



遵守原則3－1 重点事項3－1 実施項目に対する令和3年度の実施状況

⑤ 監事監査に必要な資料の提
供、説明等、十分な情報提供
を行う。

・実地監査(業務監査及び会計監査)においては、監
事の依頼に基づき、必要な資料の提供、説明等、十
分な情報を提供し、日常業務においても監事からの
依頼事項に基づき、十分な情報提供を適時、適切に
実施した。
・業務監査及び会計監査時において、監査実施部所
から必要な書類の提供及び説明を行った。

⑥ 監事間の連携の深化を図るべ
く、必要に応じて監事会を開
催する。

・監事会は8月を除き毎月1回開催され、監事全員が
出席した。
・全ての監事会には、監査室から2名が出席してお
り、情報共有を図った。

⑦ 監事と会計監査人、内部監査
室等とが協議する場を設定す
る。

・監事と会計監査人、監査室は、本年度3回の会合
を設定した。
(監査計画概要説明、期末監査の状況報告、監査結
果概要報告)
・会合には、監査室から2名が出席し、情報共有を
図った。

⑧ 監事に対する研修機会を提供
し、その充実を図る。

・日本私立大学連盟等の研修会に参加した。
＜参考意見＞令和2年1月より「一般社団法人大学監
査協会」に入会し、監事に対する研修機会を増加さ
せた。なお、当年度の監事研修等の実績は以下のと
おり。
　学校法人監事研修会(文部科学省)①R3.9.30R2.②
R4.3.23 ｵﾝﾗｲﾝ
　監事会議（日本私立大学連盟）R3.8.25ｵﾝﾗｲﾝ
　監査課題研究会(大学監査協会)①R3.12.20②
R4.4.26

⑨ 監事の独立性を確保するため
に、その専門性を考慮しつ
つ、監事選任基準の明確化ま
たは監事指名委員会を設置す
るなどの方法によって監事を
選任する。

・寄附行為第9条の規定に基づき、理事会において
選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得
て、理事長が選任することとしている。

⑩ 監事監査の継続性を担保すべ
く、監事の選任時期について
留意する。

・寄附行為第10条第1項に任期を2年とすることを規
定している。ただし、補欠の役員の任期は、前任者
の残任期間とすること、同条第2項に再任されるこ
とができること、同条第3項に任期満了の後でも、
後任が選任されるまでは、なお、その職務を行うこ
とを規定している。

実施項目3－1

会員法人は、会員
法人におけるｶﾞﾊﾞﾅ
ﾝｽを担保する理事
会による理事の職
務の執行監督機能
の向上、監査機能
の向上及び監事機
能の実質化のた
め、監事選任方法
の工夫・改善、支
援体制の整備等を
図る。

会員法人は、
社会からの理
解と信頼を確
保するため
に、常に法令
を遵守すると
ともに、多く
のｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ
との良好な関
係の構築を目
指し、教育研
究活動を通じ
社会に貢献す
る。



遵守原則3－2 重点事項3－2 実施項目に対する令和3年度の実施状況

①  法令等の遵守に係る基本方
針・行動基準を定め、事業活
動等に関連した重要法令の内
容を役職員に周知徹底する。

・法令等の遵守に係る基本方針・行動基準はｺﾝﾌﾟﾗｲ
ｱﾝｽ推進規則第1条及び第4条に規定しており、事業
活動等に関連した重要法令の内容に関しては、通知
等を受けた際に適宜、周知した。

② 法令等遵守体制の実効性に重
要な影響を及ぼし得る事項に
ついて、理事会及び監事に対
して定期的に報告がなされる
体制を整備する。

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会、理事小委員会及び理事会にお
いて審議若しくは報告した。
　また、学園全体に周知する必要がある事項につい
ては、学部長会議、研究科長会議、短期大学部教授
会、事務局部長会議及び事務室長連絡会で報告し
た。

③ 学校法人に著しい損害を及ぼ
すおそれのある事象への対応
について、理事会その他の重
要な会議等において、十分な
情報を踏まえたﾘｽｸ分析を経
た議論を展開する。

・学校法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事象
への対応については、理事小委員会の議を経て、理
事会に付議した。
・役員の損害賠償責任については、寄附行為第16
条、17条、18条の規定に基づきﾘｽｸ管理を実施し
た。

④ 理事等が、事業内容ごとに信
用・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの毀損その他のﾘｽ
ｸを認識し、当該ﾘｽｸの発生可
能性及びﾘｽｸ発生時の損害の
大きさを適正に評価する。

中期計画に定める目標の達成に向けた単年度事業計
画の策定にあたっては、中期計画進捗管理委員会
(理事長以下役員が委員)及びその下部組織である分
科会による審議・了承の後、評議員会における諮問
を経て、理事会で最終決定している。こうしたﾌﾟﾛｾ
ｽにおいて、監査室で抽出した大学運営に関する諸
リスク（顕在的リスク及び潜在的ﾘｽｸ）も参考にし
ながら、様々な視点で精査を行い、策定を進めてい
る。

⑤ 不正または誤謬等の行為が発
生するﾘｽｸを減らすために、
各担当者の権限及び職責を明
確にするなど、各担当者が権
限及び職責の範囲において適
切に職務を遂行していく体制
を整備する。その際、職務を
複数の者の間で適切に分担ま
たは分離させることに留意す
る。

・「職務権限規程」、「事務組織及び事務分掌に関
する規程」及び各部所における業務分担表により、
適切に職務を遂行する体制が整備されている。

会員法人は、ｶﾞﾊﾞﾅ
ﾝｽを担保する内部
ﾁｪｯｸ機能を高める
ため、有効な内部
統制体制の確立を
図る。

会員法人は、
社会からの信
頼を損なうこ
とがないよう
に、理事会に
よる理事の職
務の執行監督
機能の実質化
を図るととも
に、大学で起
こり得る利益
相反、研究活
動に関わる不
正行為等につ
いて、その防
止のために必
要とされる制
度整備を行
い、実行す
る。

実施項目3－2



遵守原則3－2 重点事項3－2 実施項目に対する令和3年度の実施状況

⑥ 職務を特定の者に一身専属的
に属させることにより、組織
としての継続的な対応が困難
となる、あるいは不正または
誤謬等が発生するといった事
態が生じないよう、権限及び
職責の分担や職務分掌を明確
に定める。

・「職務権限規程」、「事務組織及び事務分掌に関
する規程」及び各部所における業務分担表により、
明確に定められている。

⑦ 内部監査室あるいはこれに相
当する業務を担当する部署等
を設置するなど、内部ﾁｪｯｸ機
能を高める。

監査室が内部監査規程に基づき、本学園の健全な発
展と社会的信頼の保持に資することを目的に、法
令、各省庁からの通達やｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの対応状況及び学
内規程・ﾏﾆｭｱﾙ等の遵守状況、更には取り組みが重
要と考えられる事項について監査を実施した。

⑧  内部監査基準または内部監
査ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等の内部監査に関
する諸規程を整備し、内部統
制体制を確立する。

内部監査規程に基づき、本学園の健全な発展と社会
的信頼の保持に資することを目的に、法令、各省庁
からの通達やｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの対応状況及び学内規程・ﾏ
ﾆｭｱﾙ等の遵守状況、更には取り組みが重要と考えら
れる事項について監査を実施した。

⑨ 相互牽制機能が働く有効な体
制を整備し、監事、会計監査
人及び内部監査室等による三
様監査体制を確立する。

・監事と監査室(内部監査)による監事会を毎月1回
定期的に開催し、監査計画及び結果報告等を行っ
た。また、年4回監査法人(会計監査)を含む三様監
査による情報共有のための報告会及び意見交換等を
行った。

⑩  学校法人の財務状況に重要
な影響を及ぼし得る事項につ
いて、財務担当理事と会計監
査人との間で適切に情報を共
有する。

理事長、常務理事（財務担当理事含む）と会計監査
人との間で、年3回の情報共有を実施している。
なお、令和3年度については、令和3年8月26日に監
査説明会、令和4年2月24日に監査法人とのﾃﾞｨｽｶｯｼｮ
ﾝ、令和4年6月9日に監査報告会を実施した。

⑪  理事会その他の重要な会議
等における意思決定及び個別
の職務執行において、法務担
当及び外部専門家に対して法
令等遵守に関する事項を適時
かつ適切に相談する体制を構
築するなど、法令等を遵守し
た意思決定及び職務執行がな
されることを確保する体制を
整備する。

・法令等遵守に関する事項を適時かつ適切に相談す
る体制は、顧問弁護士との間に構築している。
　また、規程の改正や契約書等の作成については、
都度、顧問弁護士又は行政書士に確認している。

会員法人は、ｶﾞﾊﾞﾅ
ﾝｽを担保する内部
ﾁｪｯｸ機能を高める
ため、有効な内部
統制体制の確立を
図る。

会員法人は、
社会からの信
頼を損なうこ
とがないよう
に、理事会に
よる理事の職
務の執行監督
機能の実質化
を図るととも
に、大学で起
こり得る利益
相反、研究活
動に関わる不
正行為等につ
いて、その防
止のために必
要とされる制
度整備を行
い、実行す
る。

実施項目3－2



遵守原則3－2 重点事項3－2 実施項目に対する令和3年度の実施状況実施項目3－2

会員法人は、
社会からの信
頼を損なうこ
とがないよう
に、理事会に
よる理事の職
務の執行監督
機能の実質化
を図るととも
に、大学で起
こり得る利益
相反、研究活
動に関わる不
正行為等につ
いて、その防
止のために必
要とされる制
度整備を行
い、実行す
る。

会員法人は、ｶﾞﾊﾞﾅ
ﾝｽを担保する内部
ﾁｪｯｸ機能を高める
ため、有効な内部
統制体制の確立を
図る。

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進規則第18条の規定に基づき、通報
に係る体制は既に整備されている。ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進
規則においては通報窓口及び通報者等の保護につい
て規程しており、HPにおいてもｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ通報ｼｽﾃﾑ
を明示している。

教職員等が違法または不適切
な行為、情報開示内容に関し
真摯な疑念を伝えることがで
きるよう、また、伝えられた
情報や疑念が客観的に検証さ
れ適切に活用されるよう、
(消費者庁の「公益通報者保
護法を踏まえた内部通報制度
の整備・運用に関する民間事
業者向けｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」(平成28
年12月9日)等を参考にして)
内部通報に係る体制を整備す
る。

⑫



遵守原則3－3 重点事項3－3－1 実施項目に対する令和3年度の実施状況

① いつ、どのような情報を、誰
に対して、どのように開示す
るかなどを規定した情報公開
基準またはｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等の諸規
程を整備する。

「情報公開規程」を制定しており、「学園及び学校
の基本情報」や「経営及び財務に関する情報」等、
公開する情報を定めている。

② 公正かつ透明性の高い情報公
開を行うため、開示すべき情
報が迅速かつ網羅的に収集さ
れ、法令等に則って適時、正
確に開示することのできる体
制またはｼｽﾃﾑを整備する。

寄附行為第41条及び情報公開規程第4条第1項の規定
に基づき、寄附行為並びに学園及び学校の基本情報
等を、学園のHP等を通じて広く社会に公開してい
る。なお、財産目録等の閲覧の請求があった場合の
受付は、規程に基づき、総務課が行うこととしてい
る。

③ 法令に定められた財務書類等
を適切に公開する。

法令に定められた財務書類等を、学園のHPを通じ
て公開している。

④ 中長期計画、事業計画との連
関に留意した事業報告書の作
成を通じてその進捗状況を公
表する。

中期計画(2021-2030)に基づく単年度事業計画を策
定しており、中期計画に定めた8分野（教育、研
究、国際化、産学連携、社会・地域貢献、ﾀﾞｲﾊﾞｰｼ
ﾃｨ、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、経営基盤）の進捗・実績報告を行
い、事業報告書をﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで公表している。なお、
事業報告書を毎年5月に作成し、理事会、評議員会
で審議した上で、学園のHP上で学内外に公表し
た。

⑤ 認証評価結果、外部評価結果
及び設置計画履行状況等調査
結果等、学外からの評価結果
等を公表する。

・認証評価結果、外部評価結果及び設置計画履行状
況等調査結果等は、全て学園のHPで公表した。

⑥ 学校法人が相当割合を出資す
る事業会社に関する情報を公
開する。

・法令に定められるとおり、貸借対照表の脚注に学
園が出資する事業会社に関する情報を掲載し、それ
を学園のHPを通じて情報を公開した。

⑦ 公表した情報に関する外部か
らの意見を聴取し、反映でき
る体制を整備する。

・学園のHPに「意見箱」の機能を付けており、そ
の意見箱に届いた様々な意見について、内容を確認
し、該当部所に対応を指示した。
　また、外部評価委員会を設置し、教育の質の向上
を図ることを目的に自己点検・評価を行った。
　さらに協定を締結している自治体へのｲﾒｰｼﾞ調査
及び大学近隣校区との意見交換会からの意見聴取を
実施し、教育機関、公共施設、近隣校区、行政職
員、社会福祉協議会の43団体167人から意見を聴取
した。

会員法人は、広く
社会に対して、継
続的かつ時宜に
適った情報公開を
行うための制度整
備をさらに進め
る。

会員法人は、
自らが行う教
育研究活動に
係る情報や、
それを支える
経営に係る情
報について広
く社会から理
解を得るた
め、様々な機
会を通じて、
積極的に情報
を公開する。

実施項目3－3－1



遵守原則3－3 重点事項3－3－2 実施項目に対する令和3年度の実施状況

① 公開する情報の包括性、体系
性、継続性、一貫性及び更新
性に留意する。

理事会等で決定され、学園のHPで公開すべきもの
については、広報課が適宜更新した。ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに公
開している情報は、毎年度更新確認を行っており、
「更新性」に留意している。また、関連する項目ご
と（受験生、在学生、卒業生、一般の方等）に分類
しており、包括性・継続性及び一貫性を持った情報
公開を行っている。

② 公開した情報へのｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ
及びﾕｰｻﾞﾋﾞﾘﾃｨの向上を図
る。

本学ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞの「大学案内」に「公開情
報」のﾍﾟｰｼﾞを設けており、容易に情報にｱｸｾｽでき
るように留意している。また、ﾒﾃﾞｨｱ向けｺﾒﾝﾃｰﾀｰｶﾞ
ｲﾄﾞを作成するなど、本学の教育・研究内容につい
て、分かりやすい情報発信に配慮している。

③ 情報の受け手にとっての理解
容易性、明瞭性及び重要性に
留意し、ｸﾞﾗﾌや図表を活用し
た資料等、幅広いｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ
が理解しやすい手段によって
情報を公開する。

事業報告書において、学園の事業内容をｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ
に対し理解していただくため、報告書では事業実施
の風景や表・グラフを可能な限り用いて報告してい
る。また、事業報告の動画を製作し、事業報告書と
同時期にﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに公開している。

④ とくに収支の均衡状況、将来
必要な事業に対する資金の積
立状況や資産と負債の状況に
ついて、学校法人の信頼性、
透明性及び継続性の観点か
ら、理解容易性、明瞭性に留
意した情報を公表する。

貸借対照表をはじめ、積立率や純資産構成比率など
財務比率を掲載した事業報告書を学園のHPで公表
した。
なお、財務比率については、全国平均より劣ってい
るものについて、その理由を説明した。

⑤ 中長期計画並びに事業計画と
の連関に留意した評議員会へ
の事業の実績報告や事業報告
書の作成を通じた経営上の課
題や成果の明確化、共有化に
より、経営改革を推進する。

中期計画に基づく単年度事業計画の計画・進捗・実
績を年3回評議員会にて諮問・報告の上、意見を求
めており、実績（成果）や課題等を共有している。

⑥ 大学に特有の用語に関しては
わかりやすい説明を付すな
ど、大学関係者以外の幅広い
ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰからの理解が得ら
れるよう工夫する。

情報公開において、可能な限り平易な表現の使用を
行っており、大学特有の用語を使用する場合は、注
釈をつけている。また、事業報告の動画を製作し、
幅広いステークホルダーから理解が得られるように
工夫している。

実施項目3－3－2

会員法人は、情報
を公開するに当た
り、幅広いｽﾃｰｸﾎﾙ
ﾀﾞｰの理解が得られ
るよう、その公開
方法の工夫・改善
を図る。

会員法人は、
自らが行う教
育研究活動に
係る情報や、
それを支える
経営に係る情
報について広
く社会から理
解を得るた
め、様々な機
会を通じて、
積極的に情報
を公開する。



遵守原則4－1 重点事項4－1 実施項目に対する令和3年度の実施状況

① 政策を策定、管理する責任者
(理事長、常務理事、学長をは
じめとする理事等)の権限と責
任を明確化する。

・寄附行為第13条及び第14条に規定している。
・役員は役員心得の各項目の精神を遵守し、全教
育職員、事務職員の模範となるよう心掛けること
としている。

② 政策を策定、管理する責任者の
選任、解任に係る手続き等を明
確化する。

・寄附行為第6条第1項、第2項、第4項、第8項及び
第8条第1項の規定に基づき、政策策定及び管理責
任者の選任・解任に係る手続き等を規定し、明確
にしている。

③ 政策を執行する責任者の権限と
責任を明確化する。

・寄附行為第13条第1項、第3項、第4項、第5項及
び第14条第1項に規定し、明確にしている。

④ 理事会、監事及び評議員会等の
ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ機関において、機関内
及び機関間の有効な相互牽制が
働くような仕組みを構築する。

・寄附行為第15条に監事の職務、第19条に理事
会、第23条に評議員会、第25条に諮問事項、第26
条に評議員会からの意見具申等を規定し、機関内
及び機関間の有効な相互牽制が働く仕組みを構築
している。

⑤ 理事会及び監事が、理事長や特
定の利害関係者から独立して意
見を述べられるか、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに
必要な正しい情報を適時、適切
に得ているか、理事長、内部監
査人等との間で適時、適切に意
思疎通が図られているか、理事
会及び監事による報告及び指摘
事項が適切に取り扱われている
か、を定期的にﾁｪｯｸする。

・理事長、内部監査人等との間で意思疎通が図ら
れているかについては、本学の内部監査規程によ
り、理事長の下に監査室がおかれており、理事長
の指示により、定期監査を行い、その結果を理事
長に報告した。
＜参考＞理事長とは毎年度、監査計画の報告及び
学長、常務理事等を含めた意見交換会(2回開催)を
通じて、適時、適切な意思疎通を実施。一方、内
部監査人とは、毎月開催(8月除く)の監事会に出席
のうえ、情報・意見交換を定例かつ随時に実施し
た。

⑥ 教学組織と法人組織の役割・権
限・責任を明確化する。

・教学組織の役割・権限・責任については大学学
則、大学院学則及び造形短期大学部学則及び協議
会の運営に関する規程、法人組織については寄附
行為に規定している。

実施項目4－1

　　会員法人は、それぞれの建学の精神等の基本理念に基づき、その使命を果たすため、大学における
教育研究活動の維持、継続並びに発展に努める必要がある。

基本原則「4．継続性の確保」

会員法人は、
私立大学の教
育研究活動の
継続性を実現
するため、大
学運営に係る
諸制度を実質
的に機能さ
せ、自律的な
大学運営に努
める。

会員法人は、大学
運営に係る諸制度
によるｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ機
能の向上のため、
評議員会、理事会
及び監事等の機能
の実質化を図る。



遵守原則4－1 重点事項4－1 実施項目に対する令和3年度の実施状況

⑦ 政策を策定、管理する責任者
(常務理事等)が政策の執行状況
を確認できる仕組みをITの活用
等により構築する。

政策の定義にもよるが、会計及び労務に関する事
項は、部所単位の管理責任者が確認・承認可能なｼ
ｽﾃﾑを構築している。また、ｵﾝﾗｲﾝ上で書類の申請
や決裁を完結させる「電子決済」の導入に向けた
試行的運用を開始した。

⑧ 経営情報を正確かつ迅速に教職
員等に伝達するためのIT環境を
整備するなど、学校法人経営に
係る当事者意識を醸成する仕組
みを構築する。

専任教職員が全員利用する電子ﾒｰﾙ(Active!mail) に
おいて、教職員等の情報伝達の必要性に応じた単
位でのﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄを生成の上、情報発信を行ってい
る。また、RPA・AIﾁｬｯﾄﾎﾟｯﾄ等、IT(ICT)を活用し
た業務変革を目的に今期に着手及び新規導入し
た。

⑨ 理事会や常務理事会等の議決事
項を明確化する。

・理事会決定通知書並びに理事小委員会決定通知
書の発行をもって明確化している。

⑩ 理事会、評議員会の開催に当た
り、資料を事前に送付するな
ど、十分な説明や資料を提供
し、構成員からの意見を引き出
すための議事運営の仕組みを構
築する。

・寄附行為第19条第5項及び第6項(理事会)及び同
第23条第5項及び第6項(評議員会)の規定に基づ
き、事前に資料を送付した。
　さらに、学内理事については、会議開催前に事
前説明をした。

⑪ 評議員の定数は学校法人の規模
を踏まえた数とする。

・評議員の定数については、寄附行為第23条第2項
に29人以上37人以内の評議員をもって組織するこ
とを規定しており、本学の規模に見合う評議員数を
担保している。

⑫ 学校法人内外の人材のﾊﾞﾗﾝｽに
考慮しつつ、理事及び評議員等
に外部人材(選任時に当該学校
法人の役員、教職員でない者)
を積極的に登用(理事、評議員
については複数名)する。

・令和3年4月1日現在、理事総数14名中学外理事3
名、評議員総数32名中、学外評議員は19名を登用
しており、外部人材からの意見や助言を得る機会を
設けている。

実施項目4－1

会員法人は、大学
運営に係る諸制度
によるｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ機
能の向上のため、
評議員会、理事会
及び監事等の機能
の実質化を図る。

会員法人は、
私立大学の教
育研究活動の
継続性を実現
するため、大
学運営に係る
諸制度を実質
的に機能さ
せ、自律的な
大学運営に努
める。



遵守原則4－1 重点事項4－1 実施項目に対する令和3年度の実施状況

⑬ 外部人材に経営情報を正確かつ
迅速に伝達し、運営の透明性を
確保するとともに、外部人材か
らの意見聴取の仕組みを整備す
る。

理事会(年11回)及び評議員会(年3～4回)を通じ、十
分な情報共有が図られている。
また、全国の産業界や自治体、伝統工芸など幅広
い分野の有識者から、長期的な運営の在り方や教
育・研究・地域連携・国際化などについて、さま
ざまな視点から助言を得るために「九州産業大学ｱ
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ」を設置した。「文理芸融合」、
「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化」など中期計画(2021-2030)に関連す
るﾃｰﾏや、「DX」・「ﾎﾟｽﾄｺﾛﾅ」・「ﾘｶﾚﾝﾄ教育」
など社会環境の変化を踏まえた本学のあり方につ
いて、意見交換を行った。

⑭ 理事、評議員及び監事に対する
研修機会を提供し、その充実を
図る。

・理事及び監事に対しては、日本私立大学連盟等の
研修機会の情報を提供しているが、評議員を対象と
する研修会に関する情報提供は行えていない。
　また、監事については、一般社団法人大学監査
協会に加盟し、同協会が主催する研究会に参加し
た。

実施項目4－1

会員法人は、大学
運営に係る諸制度
によるｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ機
能の向上のため、
評議員会、理事会
及び監事等の機能
の実質化を図る。

会員法人は、
私立大学の教
育研究活動の
継続性を実現
するため、大
学運営に係る
諸制度を実質
的に機能さ
せ、自律的な
大学運営に努
める。



遵守原則4－2 重点事項4－2－1 実施項目に対する令和3年度の実施状況

① 「寄附を受ける」から「寄附を
募る」への転換を図り、寄附金
募集事業を推進するための体制
を整備する。

本学園募金事業の推進、継続寄付に繋げるための
寄付者満足度向上方策の実施、寄付金推進体制の
強化のため事業を実施、寄附金の活用成果が明確
な「使途指定型募金(ﾃｰﾏ募金)」に再構築し、令和
３年度の寄付金実績は目標を達成した。

② 理事長、学長等のﾄｯﾌﾟ層が寄附
募集活動の重要性を認識したう
えで、業務としての寄附募集の
位置づけを明確にし、教職員の
寄附募集に係る意識と理解の深
化を図る。

本学では寄附募集活動の推進組織として、役員、副
学長及び学部長等で構成する募金推進委員会を設
置しており、進捗状況に関する報告及び検討を継続
的に実施している。既存の募金事業を見直し、個人
寄付獲得強化のためのSNSによる卒業生等とのﾈｯﾄ
ﾜｰｸ構築や使途指定型募金(ﾃｰﾏ募金)の活用成果を紹
介する取り組みを開始した。

③ 「大学のﾐｯｼｮﾝ、ﾋﾞｼﾞｮﾝの実現
に向けた事業」「大学の将来
(機能別分化、 個性化、多様化
やｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化)に向けた事業」や
「ｽﾎﾟｰﾂ・文化振興、地域振
興、社会貢献、その他社会のﾆｰ
ｽﾞに合致した事業」等の目的を
明確化したうえで、寄附者から
の共感を得て寄附を募る。

本学中期計画の重点施策(教育・研究・課外活動・
国際交流・就職分野)から募金ﾃｰﾏを9項目選定し
た。募金趣意書や学園のHP等に対象事業の取組内
容や寄附使途を明確に記載し寄附募集活動を実施
した。
令和３年度は本学園募金事業の推進、継続寄付に
繋げるための寄付者満足度向上方策の実施、寄付
金推進体制の強化のため事業を実施した。

④ 補助金を含めた外部資金に係る
情報収集、情報共有(学内広
報)、研究ｼｰｽﾞや成果の情報公
開(学外広報)を推進するための
体制を整備する。

・本学が取り組んでいる外部資金の獲得として、重
点的に「経常費等補助金」「寄付金」「科研費」
他、研究費全般に対して各部所で体制を整備してい
る。例えば金融機関との包括協定による大学研究
ｼｰｽﾞの活用、URAによる各種補助金説明会参加に
よる情報収集等を行っている。また、産業界等か
らｷｬｯﾁした課題(ﾆｰｽﾞ)をﾃｰﾏとした研究を推進する
ため、外部資金獲得状況の分析、学内共同研究の
結成支援、大型研究費の応募支援、学部別・ｽｷｰﾑ
別の活性化支援、産学連携研究ﾁｰﾑの発足支援、科
研費獲得に向けた各種支援の支援を行った。

⑤ 補助金を含めた外部資金獲得の
ための円滑な事業運営や研究推
進のための体制を整備する。

外部資金獲得のため、産学連携支援室が「窓口」
となり、以下のとおり円滑な事業運営や研究推進
の体制を構築している。
①知的財産の創出及び活用のための支援体制の強
化
②外部期間・企業との協定締結と大学研究ｼｰｽﾞの
活用、受託研究・共同研究の促進
③産業界等からのニーズをテーマとした研究の推
進

実施項目4－2－1

会員法人は、私立
大学の教育研究活
動の継続性を確保
するために、学生
納付金以外の収入
の多様化等によっ
て、財政基盤の安
定化及び強化を図
る。

会員法人は、
私立大学の教
育研究活動の
継続性を実現
するため、財
政基盤の安定
化、経営基盤
の強化に努め
る。



遵守原則4－2 重点事項4－2－1 実施項目に対する令和3年度の実施状況

⑥ 社会・地域連携、産学官民連
携、大学間連携や高大連携を通
じた外部機関との連携を推進す
るための体制を整備する。

⑦ ﾘｽｸを考慮した資産の有効活用
を行うための規程及び体制を整
備する。

令和2年度に資金運用規程を改正し、より安全性、
透明性を高めるために、有価証券等運用銘柄の信
用ﾘｽｸや価格変動ﾘｽｸが顕在化した場合の管理ﾙｰﾙを
規定に盛り込んだ。
令和3年度は、この管理ﾙｰﾙに基づき資金運用委員
会を開催し、運用中である有価証券について審議
した。

・社会・地域連携、大学間連携に関する体制は、
「事務分掌(事務組織及び事務分掌に関する規程第
三章)」により総務部学外連携課が対応する。ま
た、審議機関として地域連携等委員会が設置されて
いる。
令和３年度はコロナ禍の中、地域連携協定締結自
治体や本学周辺自治体(糟屋郡､福岡市東区など)と
の連携に取り組んだ。また、大学間連携では、東
部地域大学連携(本学、福岡女子大学、福岡工業大
学)、福岡未来創造ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ(本学を含む福岡都市
圏15大学、福岡市等)等の事業へ参画した。
さらに大学と産業界が直結した産学連携を推進す
るために、学内のあらゆる知を結集・組織化し、
産学連携ｾﾝﾀｰ設置を検討する取り組みを行った。
なお、高大接続教育において「探究学習」の導入
支援や「ＩＣＴ教育」の利用を推進した。入学前
教育においては入学前教育参加率・入学前課題完
了率ともに100％となり、中期計画の数値目標を達
成した。

実施項目4－2－1

会員法人は、私立
大学の教育研究活
動の継続性を確保
するために、学生
納付金以外の収入
の多様化等によっ
て、財政基盤の安
定化及び強化を図
る。

会員法人は、
私立大学の教
育研究活動の
継続性を実現
するため、財
政基盤の安定
化、経営基盤
の強化に努め
る。



遵守原則4－2 重点事項4－2－2 実施項目に対する令和3年度の実施状況

① 管理運営上、不適切な事案が生
じた際には、速やかな公表と再
発防止が図られる体制を整備す
る。

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進規則、就業規則及び危機管理規程
に基づき適正に対処している。
　また、公表が必要と判断した場合は速やかに公
表している。
　なお、総務部長は危機管理規程に基づき、危機
が発生又は発生するおそれがある場合は、理事長
の指示を受け、直ちに危機管理対策本部を設置す
ることとしている。

② 危機の発生に備え、危機管理時
の広報業務に係るﾏﾆｭｱﾙ、緊急
時の対応ﾏﾆｭｱﾙ等、危機発生時
に必要となる各種ﾏﾆｭｱﾙを整備
し、教職員、学生等に広く周知
する。

・危機管理規程第5条に規定している対策本部で決
定した事項については、教職員及び学生等に学園
のHPやﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ等で周知した。
　また、危機管理ﾏﾆｭｱﾙは策定しているが、現在、
発生する様々な危機への対応が十分でないため、
早期にﾏﾆｭｱﾙを整備し教職員及び学生等に対し周知
が必要である。
なお、行政・企業等との協定締結により、災害発
生時に情報提供を受ける際の運用方法として、
Microsoft Formsを活用した危機管理情報の共有や
安否確認を可能とするﾌｫｰﾏｯﾄの作成を行った。

③ 危機の発生を未然に防止するた
めのｼｽﾃﾑ及び体制を整備する。

・危機管理規程及び危機管理ﾏﾆｭｱﾙに基づき体制を
構築している。

④ 危機が発生した場合、あらかじ
め整備した緊急時対応ﾏﾆｭｱﾙ等
に基づき対応する。

　・危機管理規程第5条に規定している対策本部で
決定した事項については、教職員及び学生等に学
園のHPやﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ等で周知した。
　また、危機管理ﾏﾆｭｱﾙは策定しているが、現在、
発生する様々な危機への対応が十分でないため、
早期にﾏﾆｭｱﾙを整備し教職員及び学生等に対し周知
が必要である。
なお、行政・企業等との協定締結により、災害発
生時に情報提供を受ける際の運用方法として、
Microsoft Formsを活用した危機管理情報の共有や
安否確認を可能とするﾌｫｰﾏｯﾄの作成を行った。

⑤ 情報ｼｽﾃﾑへのｱｸｾｽ権限を厳格・
適切に設定する。

・利用者単位でﾕｰｻﾞID及びﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの設定を行い、
ﾕｰｻﾞID単位で各業務のｱｸｾｽ権限を設定している。
　ｱｸｾｽ権限の設定及び変更は、「総合情報基盤ｾﾝ
ﾀｰｼｽﾃﾑ管理者権限運用方針」によりｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを定
めた上、厳格・適切に運用している。

⑥ 情報ｾｷｭﾘﾃｨ体制の適切性及び運
用状況を検証する。

・｢情報ｾｷｭﾘﾃｨ規則｣に基づき、ｾｷｭﾘﾃｨ体制を整備
のうえ、外部機関（あずさ監査法人）に資料を提
示し、運用状況の検証(情報ｾｷｭﾘﾃｨ監査)を適切に実
施している。

会員法人は、幅広
いｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰから
の信頼性確保及び
教育研究活動の継
続性確保のため
に、危機管理体制
を拡充する。

会員法人は、
私立大学の教
育研究活動の
継続性を実現
するため、財
政基盤の安定
化、経営基盤
の強化に努め
る。

実施項目4－2－2
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